
　

　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎　会長あいさつ

前回は、富岡市長に卓話をいただいた関係で、今回が会長の日となります。

今日は、田中久夫君から卓話をいただきます。卓話というより講義になるかもしれません。

それでは、ゆっくりと食事をお楽しみください。

◎　幹事報告
　　●他クラブ例会変更回覧

サケの稚魚の放流があります

◎　出席報告：　出席委員会委員長　戸塚一二　君　

総員 出席者 会場出席率メークアップ週間出席者
69 41 59.42% 17 58

◎　会長行事

● 在籍年数表彰　・・・　出席委員会委員長　戸塚一二　君

26年　小澤　武　君、6年　廣瀬雅美　君

● 誕生祝・結婚記念祝　・・・　親睦委員会委員　植松巌　君

誕生祝：　深堀達義　君、市川豊行　君、田中久夫　君、大島　厚　君

結婚祝い：川手義昭　君、

◎　ニコニコボックス報告　 　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員会委員長　羽鳥修司　君
在籍年数表彰　廣瀬雅美　君
誕生祝：　深堀達義　君、市川豊行　君、田中久夫　君、大島　厚　君
結婚祝い：川手義昭　君、新井久男　君
その他：深野清一　君、上野正人　君、吉井宏文　君

◎　卓話 田中久夫　君
　　テーマ：「 事業承継税制について 」

事業承継円滑化法が制定され、事業承継時に、相続税や贈与税を
減免し事業承継がやりやすくなりました。
国税庁は税金を徴収する官庁ですから、この話は中小企業庁から提供されています
会員様の企業のように、会社が長く続くと、内部留保額がプールされてきます。
その結果、資本の部が、設立当初の数十倍の価値になります。
私の経験では、設立30年の企業ですと、30倍くらいになる場合もあります。
事業承継時に、株式を承継すると、相続税や贈与税が莫大にかかりますが、
事前に特別な手続きを取りますと、相続時に株式の評価額の８０％の税金を猶予されます。
事前手続きというのは、経済産業省に「申請書を提出して事前確認」して
もらうことです。
当社では、事前確認申請を受け付けておりますので、ご興味のある方はご連絡を
利用できるのは、先代経営者の親族で、会社の代表者となる方で、
相続贈与の結果、同族関係者と併せて議決権の過半数を有し、筆頭株主となる方です。
なお、先代経営者も同様の議決権要件を満たしていることが必要です。
対象となる会社は、中小企業法に規定する非上場の中小企業です。
猶予される期間中は、代表者が継続し、継承時から5年間は雇用を８０％維持し、
株式の継続保有が必要です。
その他、様々な要件があります。

69 84.06%
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